
第11 回戦没者等の特別弔慰金請求できる方

①戦没者と同氏の場合

②戦没者と違う
　氏の場合

【窓口来所者の本人確認】
免許証・保健証・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ
ｶｰﾄﾞ等（ｺﾋﾟｰはとらなくて
構いません）

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

いいえ

〈必要な提出書類〉・・・「Ａセット」とします

①特別弔慰金請求書　【青いA4用紙】　★

②印鑑等届出書　【白いA4横用紙】

　（郵便局で使用する印鑑が必要です）

③現況申立書　【白いA4縦用紙】　★

④委任状・・・高齢等により代理人（家族）が申請する場

合に必要

⑤戸籍抄本・・・請求者本人の現在戸籍（R2.4.1時点の

生存が確認できるもの）

〈必要な提出書類〉「Ａセット」＋以下の書類

〇請求者と戦没者との関係の分かる戸籍（※）

〇戦没者の戦死の記載がある戸籍（※）

（５）前回、弔慰金をもらった方（戦没者

の兄弟姉妹）が死亡し、今回から他の

戦没者の兄弟姉妹が請求する

〈必要な提出書類〉

「Ａセット」＋以下の書類

〇戦没者の戦死の記載がある

戸籍（※）

〈必要な提出書類〉「Ａセット」＋以下の書類

〇請求者（兄弟姉妹）と戦没者との関係の

　分かる戸籍

〇戦没者の戦死の記載がある戸籍（※）

〇請求者より先順位の先順位（子）が死亡

　していることの分かる戸籍（※）

〈必要な提出書類〉「Ａセット」＋以下の書類

〇戦没者の戦死の記載がある戸籍（※）

〇請求者より先順位の先順位（子）が死亡して

いることの分かる戸籍（※）

（４）前回、弔慰金をもらった方が（戦

没者の子）が死亡し、今回から戦没

者の孫、又は兄弟姉妹が請求する

〈必要な提出書類〉「Ａセット」＋以下の書類

〇請求者（兄弟姉妹）と戦没者との関係の分かる戸籍

（※）

〇戦没者の戦死の記載がある戸籍（※）

〇請求者より先順位（子）が死亡していることの分かる

戸籍（※）

ご
案
内
し
ま
す
の
で
、
ご
記
入
く
く
だ
さ
い

請求者

受付窓口

いいえ

（１）前回、弔慰金をもらった方が

　今回も請求する

いいえ

〈必要な提出書類〉「Ａセット」＋以下の書類

〇戦没者の妻の死亡日の分かる戸籍

〇請求者と戦没者との関係の分かる戸籍（※）

〇戦没者の戦死の記載がある戸籍（※）

（２）戦死未亡人（戦没者の妻）が死亡

したので、今回、その子にあたる方が

請求する

（３）前回、弔慰金をもらった方（戦没

者の子）が死亡し、今回から他の戦

没者の子が請求する

いいえ

はい

今回該当しません。

（６）戸籍上で戦死当時まで１年以上の生

計関係がある方（甥、姪、戦没者の子の

配偶者、戦没者の兄弟の配偶者等）が請

求する

※葬祭を行ったものが先順位です。

【戦没者の死亡時に戦没者と生計を共にしていた方】

主に戦没者と同居し、同一の家計で生活していた方が対

象（判断が難しい場合は担当者に確認を）


